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和歌山市告示第３１５号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年８ 

月７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年８月７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１４－１２ 中之島１２号線 

和歌山市中之島３２５番８地先 

      ～ 

和歌山市中之島３３９番２地先 

旧 ５１．７０ 

４．１０  

～ 

４．３０  

新 ５１．７０ ６．００ 

                                   （令和６年８月７日掲示済）



           和歌山市公報（第１７８１号）  令和６年（２０２４年）８月１５日 

 

－4－ 

和歌山市告示第３１６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年８ 

月７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年８月７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２５－２０ 岡崎２０号線 

和歌山市神前４５５番２地先 

      ～ 

和歌山市神前４５５番４地先 

旧 ３８．５０ 

２．００  

～ 

２．５０  

新 ３８．５０ ４．００ 

（令和６年８月７日掲示済）
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和歌山市告示第３１７号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年８月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年７月２０日及び同月２６日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年７月１８日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年７月１６日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和６年８月７日掲示済）  
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和歌山市告示第３１８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年８月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場 令和６年７月１６日、同月１８日、同月２３日、同

月２４日、同月２５日、同月２６日、同月２９日及

び同月３０日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和６年８月７日掲示済）
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和歌山市告示第３１９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年８月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年８月８日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年４月２０日及び同月２３

日 

令和６年５月８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和６年４月１８日 令和６年５月８日 

ＪＲ六十谷駅周辺自転車等

放置禁止区域 

令和６年４月１８日 令和６年５月８日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和６年４月１６日 令和６年５月８日 

南海和歌山大学前駅周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年４月１６日 令和６年５月８日 

和歌山市内一円市道上 令和６年４月１６日、同月１８

日、同月２２日、同月２４日、同

月２６日及び同月３０日 

令和６年５月８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和６年８月７日掲示済） 



           和歌山市公報（第１７８１号）  令和６年（２０２４年）８月１５日 

 

－8－ 

和歌山市告示第３２０号 

 地縁による団体について地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の認可をしたので、

同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年８月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 名称   木ノ本西総有資産管理組合 

 

２ 規約に定める目的 

以下に掲げる地域内の共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資する事を目的とする。 

（１）区域内の住民相互の連絡 

（２）美化、清掃等区域内の環境の整備 

（３）施設、所有地の環境整備及び維持管理 

（４）地域の親睦及び福祉の増進 

 

３ 区域   

和歌山県和歌山市木ノ本１２番地の１、同所１４番地、同所２２番地、同所２２２番地、同所２４６番地

の４、同所９７１番地、同所９７３番地、同所９７５番地、同所９８３番地、同所９８７番地の２、同所９

８９番地の１、同所９９２番地、同所９９４番地、同所１０００番地、同所１００３番地、同所１００６番

地、同所１０１０番地、同所１０１２番地、同所１０１４番地、同所１０１５番地、同所１０１７番地、同

所１０１９番地、同所１０２２番地、同所１０２４番地、同所１０２５番地、同所１０３０番地、同所１０

３２番地の１、同所１０３５番地の１、同所１０４０番地、同所１０４２番地、同所１０４９番地、同所１

０５１番地、同所１０５５番地、同所１０５６番地、同所１０５８番地、同所１０６０番地、同所１０６１

番地、同所１０６７番地、同所１０６９番地、同所１０７０番地、同所１０７１番地、同所１０７５番地、

同所１０７６番地、同所１０７８番地の３、同所１０８２番地の１、同所１０８９番地、同所１０９４番地、

同所１０９５番地、同所１１０２番地、同所１１０５番地の１、同所１１０６番地の２、同所１１０７番地、

同書１１０９番地、同所１１１０番地、同所１１１６番地、同所１１１９番地、同所１１３２番地の１、同

所１１４１番地、同所１１４３番地、同所１１４７番地、同所１１４９番地、同所１１５４番地、同所１１

５５番地、同所１１５９番地、同所１１６１番地 

 

４ 主たる事務所の所在地   和歌山市木ノ本１０５２番地 

 

５ 代表者の氏名及び住所   （登載省略） 

 

 

６ 裁判所による代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者の選任の有無   なし 

 

７ 代理人の有無    なし 

 



           和歌山市公報（第１７８１号）  令和６年（２０２４年）８月１５日 

 

－9－ 

 

８ 解散の有無     全組合員の４分の３以上の承諾による総会の議決により解散 

 

９ 認可年月日     令和６年８月９日 

（令和６年８月９日掲示済） 
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和歌山市告示第３２１号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第７８条の５第２項、第８２条第２項及び第１１５

条の１５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第７８条の１１、第８５条

及び第１１５条の２０の規定により次のとおり告示する。 

令和６年８月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７２１

００５５９ 

社会福祉法人紀成福祉

会 

グループホームサニーワン 

和歌山県日高郡日高川町大字

初湯川２１３番地１ 

認知症対応型

共同生活介護 

介護予防認知

症対応型共同

生活介護 

令和６年７月３１日 

３０７０１

０５５４３ 

医療法人弘愛会 居宅介護支援事業所こすも 

和歌山市つつじが丘７丁目３

番地の２ 

居宅介護支援 令和６年７月３１日 

３０７０１

０３６３９ 

ハーバーエンタープラ

イズ株式会社 

居宅介護支援センターつるか

め 

和歌山市狐島５９０ 

居宅介護支援 令和６年７月３１日 

３０７０１

１１６９９ 

ハーバーエンタープラ

イズ株式会社 

つるかめ庵東松江 

和歌山市松江東４丁目８－１

９ 

地域密着型通

所介護 

令和６年７月３１日 

３０７０１

０２４３３ 

ハーバーエンタープラ

イズ株式会社 

ヘルパーステーションつるか

め 

和歌山市狐島５９０ 

訪問介護 

 

令和６年７月３１日 

３０７０１

１２２９１ 

サンライトケア株式会

社 

サンライトケア 

和歌山市太田４丁目５－１６

（２階） 

訪問介護 

 

令和６年７月３１日 

（令和６年８月１５日掲示済）
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和歌山市告示第３２２号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和６年８月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０６９８８ 

株式会社屮生 デイサービスよしはら 

和歌山市吉原７４７－１ 

短時間型通所サ

ービス 

令和６年７月３１日 

３０７０１

１１６９９ 

ハーバーエンタープラ

イズ株式会社 

つるかめ庵東松江 

和歌山市松江東４丁目８－

１９ 

予防給付型通所

サービス 

令和６年７月３１日 

３０７０１

０２４３３ 

ハーバーエンタープラ

イズ株式会社 

ヘルパーステーションつる

かめ 

和歌山市狐島５９０ 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和６年７月３１日 

３０７０１

１２２９１ 

サンライトケア株式会

社 

サンライトケア 

和歌山市太田４丁目５－１

６（２階） 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和６年７月３１日 

（令和６年８月１５日掲示済）
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和歌山市告示第３２３号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）法第４１条第１項本文、法第４２条の２第１項本文、法第４６条第１

項及び法第５３条第１項本文の規定による指定をしたので、同法第７８条、第７８条の１１、第８５条及び第１

１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和６年８月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０６０１

９１６０２ 

 

ベストコンダクター合同

会社 

てんまりナーシングステーショ

ンＡＬＬＹ 

和歌山市西浜１４０７－１ 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和６年８月１日 

３０６０１

９１６１０ 

株式会社ＳＯＲＵＫＫＡ 訪問看護ステーションひかり和

歌山北 

和歌山市福島８９８番６ 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和６年８月１日 

３０７０１

１４９４１ 

トータルアソシエイツ株

式会社 

ふくろう訪問介護 

和歌山市中之島７８４－１ 

訪問介護 令和６年８月１日 

３０７０１

１４９５８ 

株式会社エム・オー・エ

ヌ 

ケアプランセンターブレス 

和歌山市布引９３５－１ 

居宅介護支援 

 

令和６年８月１日 

３０７０１

１４９６６ 

株式会社松鶴 居宅介護支援センターつるかめ 

和歌山市狐島５９０ 

居宅介護支援 令和６年８月１日 

３０７０１

１４９７４ 

株式会社松鶴 ヘルパーステーションつるかめ 

和歌山市狐島５９０ 

訪問介護 令和６年８月１日 

３０７０１

１４９８２ 

株式会社ソワン ヘルパーステーションふたばの

里 

和歌山市北新七軒丁８－１ 第

二藤村マンション４０１号室 

訪問介護 令和６年８月１日 

３０９０１

０１８４５ 

株式会社松鶴 つるかめ庵東松江 

和歌山市松江東４丁目８－１９ 

地域密着型通

所介護 

令和６年８月１日 

（令和６年８月１５日掲示済）
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和歌山市告示第３２４号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和６年８月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１４７３５ 

ライフカンパニー株

式会社 

ヘルパーステーションナチ

ュレ 

和歌山市北新金屋丁７６－

８ 

生活支援型訪問サービス 令和６年８月１日 

３０７０１

１４９４１ 

トータルアソシエイ

ツ株式会社 

ふくろう訪問介護 

和歌山市中之島７８４－１ 

予防給付型訪問サービス

生活支援型訪問サービス 

令和６年８月１日 

３０７０１

１４９７４ 

株式会社松鶴 ヘルパーステーションつる

かめ 

和歌山市狐島５９０ 

予防給付型訪問サービス

生活支援型訪問サービス 

令和６年８月１日 

３０７０１

１４９８２ 

株式会社ソワン ヘルパーステーションふた

ばの里 

和歌山市北新七軒丁８－１ 

第二藤村マンション４０１

号室 

予防給付型訪問サービス 令和６年８月１日 

３０９０１

０１８４５ 

株式会社松鶴 つるかめ庵東松江 

和歌山市松江東４丁目８－

１９ 

予防給付型通所サービス 

 

令和６年８月１日 

（令和６年８月１５日掲示済）



           和歌山市公報（第１７８１号）  令和６年（２０２４年）８月１５日 

 

－14－ 

和歌山市告示第３２５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項

の指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年８月１５日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓  

指定自立支援医療機関の名称 所在地 
担当する医療 

の種類 
指定年月日 

エバグリーン薬局紀三井寺 和歌山市布引７４３－２ 調剤 令和６年５月１日 

訪問看護ステーション 

はーとふる和歌山 
和歌山市福島７００－１ 訪問看護 令和６年５月１日 

保険調剤薬局トーワ 和田店 和歌山市和田１２０２－１０ 調剤 令和６年７月１日 

訪問看護ステーションひだまり 和歌山市有本１８０－１７ 訪問看護 令和６年７月１日 

（令和６年８月１５日掲示済）
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和歌山市告示第３２６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年 

８月１５日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年８月１５日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２６－３２５ 

旧 今福２３号線 
和歌山市湊６６番８地先 

和歌山市湊２番３地先 
３３４．１ 

 ６．９０ 

～ 

１０．９０ 

新 今福２３号線 
和歌山市湊６６番８地先 

和歌山市西浜１４４３番地先 
３７１．５ 

 ６．００ 

～ 

１４．００ 

（令和６年８月１５日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和６年８月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市栗栖字殿畑１５８番７、１５８番１

１、１５８番１２ 
（登載省略） 

（令和６年８月５日掲示済）
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公告 

和歌山市営駐車場の指定管理者の公募について、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例施行規則（平成２４年規則第７号）第２条第１項の規定により別添のとおり公告する。 

令和６年８月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 管理施設 

（１）和歌山市営中央駐車場（和歌山市七番丁１９番地） 

（２）和歌山市営北駐車場（和歌山市九番丁８番地） 

（３）和歌山市営城北公園地下駐車場（和歌山市道中橋線上） 

（４）和歌山市営けやき大通り地下駐車場及び和歌山市営けやき大通り地下自転車等駐車場（和歌山市道宮北４

５号線上） 

２ 業務内容 

（１）駐車場の出入りの管理に関する業務 

（２）駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３）駐車場内の秩序の維持に関する業務 

（４）駐車場の使用料の徴収事務に関する業務 

（５）その他施設の設置目的を達成するため市長が必要と認める業務 

３ 指定予定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間 

４ 指定申込方法 

（１）募集要項の配布期間、場所及び方法 

期間 令和６年８月７日から同年９月５日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３ 

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

   場所 和歌山市役所９階 まちなみ景観課において配布 

   上記期間中、和歌山市のホームページからもダウンロード可能 

（２）申込書の受付期間及び場所 

期間 令和６年８月１６日から同年９月１０日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

   場所 和歌山市役所９階 まちなみ景観課 

   （注意）直接持参することとし、郵送等は認めない。 

 （令和６年８月７日掲示済） 
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公  告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

令和６年８月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市善明寺字コヨリ１３４番１の一部、１３４番

４ 

大阪府岸和田市土生町一丁目４番２３号 

フジ住宅株式会社 

代表取締役 宮脇宣綱 

                                   （令和６年８月１３日掲示済） 
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公    告 

和歌山農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。

以下「法」という。）第１３条第４項において準用する法第１１条第１項の規定により、当該変更に係る農業振

興地域整備計画案及び変更しようとする理由を記載した書面を令和６年８月１５日から令和６年９月３日まで和

歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供する。 

なお、上記の縦覧期間中に和歌山市民は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第２項の規定に基づ

き和歌山農業振興地域整備計画案に対して、和歌山市に意見を提出することができる。 

また、和歌山農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他

その土地に関して権利を有する者は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第３項の規定に基づき農用

地利用計画案に対して異議があるときは、上記の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して１５日以内に和歌山市

にこれを申し出ることができる。 

令和６年８月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

１ 意見書の提出先等 

（１） 提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２） 提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和６年９月３日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３） 提出に当たっての注意事項 

ア 意見書は、農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできない。 

イ 意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及

び事業所の所在地を記載すること。 

ウ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。 

エ 提出のあった意見には個別の回答はせず、和歌山農業振興地域整備計画の変更の公告時に、意見の要旨

とその処理結果を併せて公告する。 

（４）意見書の処理方法 

提出された意見については、必要に応じ和歌山農業振興地域整備計画案の修正意見として取り入れること

とする。なお、その際には、和歌山農業振興地域整備計画の変更公告時にその処理結果を公表する。 

２ 異議申出の際の提出先等 

（１） 提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２） 提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和６年９月１８日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３） 提出に当たっての注意事項 

異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこと。異議申出人が法人その他の社

団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書

には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。 

ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 異議申出に係る農用地利用計画の変更案 

ウ 異議申出人が農用地利用計画の変更案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有権その他権利

の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権その他権利の種類
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及びその者の氏名又は名称及び住所 

エ 異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日 

オ 異議申出の趣旨及び理由 

カ 教示の有無及びその内容 

キ 異議申出の年月日 

 

（令和６年８月１５日掲示済）
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－21－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第１８号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和６年８月７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和６年８月１６日（金）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて  

（２） 在外選挙人名簿に登録するについて 

（３） 在外選挙人名簿から抹消するについて 

                           （令和６年８月７日掲示済） 
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－22－ 

和歌山市教育委員会告示第１３号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和６年８月２日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和６年８月８日（木） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和６年度全国学力・学習状況調査結果について 

（２）令和７年度に和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程で使用する教科用図書について 

（３）夜間中学の校名の選定について 

（４）令和７年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項について 

（５）令和７年度に和歌山市立中学校及び義務教育学校後期課程で使用する教科用図書の採択について 

（６）その他 

（令和６年８月２日掲示済）
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－23－ 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和６年８月６日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和６年８月９日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

（２） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 農用地利用集積計画について 

（５） 非農地通知について 

（令和６年８月６日掲示済）
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－24－ 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項の

規定に基づき、同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「

旧法」という。）第１８条第１項の農用地利用集積計画を定めたので、旧法第１９条の規定によ

り公告する。 

 なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和６年８月９日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河 績    

（令和６年８月９日掲示済） 
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－25－ 

和歌山市企業局告示第２８号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により営業所所在地の変更の届

出があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和６年８月８日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

指 定 番 号 第３３８号 

変 更 年 月 日 令和６年７月１１日 

 

 変 更 前 変 更 後 

指 定 工 事 店 名 株式会社貴志安商店 

営 業 所 所 在 地 和歌山市畑屋敷雁木丁２９番地 和歌山市雄松町６丁目３５番地 

代 表 者 氏 名 代表取締役 島 慶司 

（令和６年８月８日掲示済）  
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－26－ 

和歌山市企業局告示第２９号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第１号の規定により告示する。 

令和６年８月１４日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府岸和田市戎町９番４８

号 

株式会社福原住宅設備 

代表取締役 福原 太郎 

株式会社福原

住宅設備 

大阪府岸和田市戎町

９番４８号 

令和６年７月１日 第６４９

号 

東京都豊島区池袋２丁目２３

番２１号 

株式会社オアシスソリューシ

ョン 

代表取締役 小川 隆玄 

株式会社オア

シスソリュー

ション 

大阪府吹田市垂水町

２－３６－２４ 

令和６年７月２６

日 

第６５０

号 

（令和６年８月１４日掲示済） 
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－27－ 

和歌山市企業局告示第３０号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第

２７条第２号の規定により告示する。 

令和６年８月１４日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番

号 

和歌山市鷹匠町２丁目５８番

地 

株式会社阪和総合防災 

代表取締役 田中 勇喜 

株式会社阪和

総合防災 

和歌山市鷹匠町２丁

目５８番地 

平成２７年１２月

４日 

第５５

１号 

和歌山市有本５５９番地２３ 

新和興業有限会社 

代表取締役 植松 琢磨 

新和興業有限

会社 

和歌山市有本５５９

番地２３ 

平成３１年３月２

０日 

第５８

９号 

大阪府岸和田市極楽寺町３０

１番地３ 

株式会社ＩＺＵＭＩ 

代表取締役 西村 寛文 

株式会社ＩＺ

ＵＭＩ 

大阪府岸和田市極楽

寺町３０１番地３ 

 

平成３１年２月６

３日 

第５８

６号 

和歌山県海南市下津町黒田３

０番地７ 

下津建設株式会社 

代表取締役 鯨 真生 

下津建設株式

会社 

和歌山県海南市下津

町黒田３０番地７ 

令和元年８月１日 第５９

３号 

和歌山県岩出市金池３９９番

地の７ 

 

株式会社ベス

タ工業 

和歌山県岩出市金池

３９９番地の７ 

令和元年１２月３

日 

第５９

８号 

和歌山市秋葉町１２番２１号 

株式会社齋藤建設 

代表取締役 齋藤 剛毅 

株式会社齋藤

建設 

和歌山市秋葉町１２

番２１号 

平成２６年２月１

２日 

第５３

８号 

和歌山市和歌浦西１丁目４番

４８号 

株式会社大建工業 

代表取締役 安井 敦祥 

株式会社大建

工業 

和歌山市和歌浦西１

丁目４番４８号 

令和２年４月８日 第６０

４号 

和歌山市和歌浦東３丁目２番

４９号 

株式会社仲村工業 

代表取締役 仲村 勝頼 

株式会社仲村

工業 

和歌山市和歌浦東３

丁目２番４９号 

平成２５年７月２

日 

第５３

３号 

（令和６年８月１４日掲示済） 
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－28－ 

和歌山市企業局告示第３１号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業者

から事業の廃止の届出があったので、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第

２７条第３号の規定により告示する。 

令和６年８月１４日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 廃止届出年月日 登録番号 

和歌山市冬野２２３－２

８ 

株式会社井谷産業 

代表取締役 井谷 正次 

 

株式会社井谷

産業 

和歌山市冬野２２

３－２８ 

令和６年７月２６日 第５６８号 

（令和６年８月１４日掲示済） 

 


